
訪 問 型 サ ー ビ ス 

サービス 

種別 
現行相当の訪問型サービス 基準緩和された訪問型サービス 住民主体の訪問型サービス 

サービス 

内容 

身体介護（食事・排泄・入浴等） 

及び 

家事援助（掃除・洗濯等） 

家事援助（掃除・洗濯等） 

○身体介護（食事・排泄・入浴等）を行わない 

○１時間未満/回 

家事援助（掃除・洗濯等） 

○身体介護（食事・排泄・入浴等）を行わない 

○１時間未満/回 

対象者 

○すでにサービスを利用しており、継続利用が必要

な方 

○身体介護が必要なケース 

○身体介護は必要としないが、身の回りの家事等を行う

ことが困難で支援を必要とする方 

○身体介護は必要としないが、身の回りの家事等を行う

ことが困難で支援を必要とする方 

○サービスを受ける目的や目標を理解し、その達成に

向けた計画を自ら立てられる方 

実施方法 
事業者指定 

【介護事業所（介護職員）】 

事業者指定 

【介護事業所（介護職員及び一定の研修を修了した

者等）】 

シルバー人材センター/委託 

（一定の研修を修了した会員等） 

単価 

現行の報酬体系どおり 

週 1回程度 1,168単位/月 

週 2回程度 2,335単位/月 

週 2回超の程度 3,704単位 

 

＜加算＞ 

 初回加算 200単位/月 

 生活機能向上連携加算 

介護職員処遇改善加算 

現行の訪問型サービスの 8割程度 

233単位/回（2,378円） 

※ケアプラン作成時に月ごとの上限設定を行う。 

 

＜加算＞ 

 初回加算 200単位/月 

協議中 

利用者負担 
1割又は 2割負担 

（訪問介護における報酬と同等） 

1割又は 2割負担 

（訪問介護における報酬と同等） 
週 1回 1時間未満/回  200円 

資料８ 



 


